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 栃木市長 鈴木俊美

　市民の皆さん、こんにちは。
今回は、「歌麿を生かしたまちづくり」についてお話
しします。
　皆さんもご存じのとおり、美人画で知られる喜多
川歌麿は、江戸時代中期に活躍した浮世絵師です。
その作品の多くは、当時の庶民に親しまれた浮世
絵版画として制作され、肉筆画で現存しているもの
は世界にわずか40点あまりと言われています。本市
では近年、「女達磨図」、「鍾馗図」、「三福神の相
撲図」の三点の肉筆画が発見され、所蔵することが
できました。
　市には他にも歌麿作品に関する資料が残されてい
ますが、歌麿が実際に滞在した記録を示す古文書
などは、残念ながら現在のところは発見されており
ません。
　そこで、2010年に「歌麿担当」を新設し、歌麿
を活かしたまちづくりや、歌麿と栃木の関係の調査
研究を行うことにしました。また、歌麿が市内の豪
商の依頼で描いたと言われる肉筆画の大幅、「深川

の雪」、「品川の月」、「吉原
の花」を市で展示したいとい
う思いから、「月」・「花」を
所蔵するアメリカの美術館の
協力を得て両作品の高精細複製画を制作し、展
示を行っています。今年３月に、長年行方不明と
なっていた「深川の雪」発見のニュースが流れる
と、本市の「月」・「花」の複製画を見ようと全国
から多くの方々が市を訪れました。「雪」を本市
が発見できなかったことは残念ですが、所蔵先
の岡田美術館（神奈川県箱根町）とは、歌麿研
究などを通して交流を図りながら、関係を築いて
いきたいと思っております。
　また、広く歌麿と栃木市とのつながりを知って
もらうために、市民の皆さんの協力により2011年
から「歌麿まつり」を行っています。さらに10月
25日には、県指定の有形文化財「古久磯提灯店
見世蔵」を活用し、歌麿と栃木市のゆかりを常
設展示する「とちぎ歌麿館」も開館しました。今
後は、歌麿を含めた本市に関係する文人墨客や
歴史的文化財産を活かしたまちづくりの拠点とし
て、新しい栃木市の文化芸術施設の整備につい
ても検討していきたいと考えております。
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【
ご
み
の
収
集
】

　

ご
み
と
資
源
の
収
集
は
、「
収

集
日
カ
レ
ン
ダ
ー
」
の
と
お
り

行
い
ま
す
。
確
認
の
上
、
指
定

の
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
し

て
く
だ
さ
い
。

【
し
尿
の
収
集
】

　

し
尿
・
浄
化
槽
汚
泥
の
収
集

は
、
区
域
割
で
許
可
業
者
が
行

い
ま
す
。
お
住
ま
い
の
地
区
の

許
可
業
者
に
収
集
を
依
頼
し
て

く
だ
さ
い
。

○
栃
木
地
域　
　

▽（
有
）
栃
木
衛
生
実
行
社
☎
（22）

0
6
6
1
▽（
有
）栃
木
興
業
☎
（22）

1
2
7
4
▽（
有
）栃
北
興
業
☎
（27）

5
3
3
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○
大
平
地
域

▽（
有
）
大
環
舎
☎
（43）
5
5
5
5

○
藤
岡
地
域

▽（
有
）
イ
イ
ヅ
カ
ク
リ
ー
ン

ワ
ー
ク
ス
☎
（62）
2
5
3
7
▽（
有
）

城
南
興
業
☎
0
2
8
3

（22）
1
9

9
9

○
都
賀
地
域

▽（
有
）栃
北
興
業
☎
（27）
5
3
3
6

○
西
方
地
域

▽（
有
）栃
北
興
業
☎
（27）
5
3
3
6

○
岩
舟
地
域

▽（
有
）
岩
舟
衛
生
社
☎
（55）
3
5

6
4
▽（
有
）イ
イ
ヅ
カ
ク
リ
ー

ン
ワ
ー
ク
ス
☎
（62）
2
5
3
7

【
と
ち
ぎ
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
ご
み

搬
入
の
受
入
れ
】

12
月
27
日
（
土
）　

通
常
ど
お
り

　

年
末
年
始
や
土
曜
日
・
日
曜

日
、
祝
祭
日
に
「
住
民
票
の
写

し
」又
は「
印
鑑
登
録
証
明
書
」

が
必
要
に
な
っ
た
場
合
に
は
、

「
市
役
所
本
庁
舎
１
階
北
側
出

入
口
」
と
「
プ
ラ
ッ
ツ
お
お
ひ

ら
」
に
設
置
し
て
あ
る
自
動
交

付
機
に
て
取
得
が
可
能
で
す
。

ご
利
用
に
は
、「
暗
証
番
号
を

登
録
し
て
あ
る
印
鑑
登
録
証
」

又
は
「
自
動
交
付
機
の
利
用
登

録
済
の
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
」
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
通
常
は
「
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
」
を
お
持
ち
の
場

合
、
事
前
に
利
用
登
録
を
す
る

こ
と
で
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・

ス
ト
ア
（
現
在
、
セ
ブ
ン
イ
レ

ブ
ン
、
ロ
ー
ソ
ン
、
サ
ー
ク
ル

K
サ
ン
ク
ス
、フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー

ト
で
対
応
）
で
も　

住
民
票
の

写
し
」と「
印
鑑
登
録
証
明
書
」

の
取
得
が
可
能
で
す
が
、
年
末

年
始（
12
月
29
日
〜
１
月
3
日
）

は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・
ス
ト
ア

証
明
書
交
付
が
休
止
と
な
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
願
い
ま
す
。

　

そ
の
他
の
自
動
交
付
機
の
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
等
に
よ
る
休
止
に

関
し
ま
し
て
は
、
随
時
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

◆
問
合
先

　

 

市
民
生
活
課
☎
（21）
2
1
2
6

　

 

生
活
環
境
課
☎
（43）
9
2
0
9

　

 

生
活
環
境
課
☎
（62）
0
9
0
3

　

 

生
活
環
境
課
☎
（29）
1
1
0
2

　

 

生
活
環
境
課
☎
（92）
0
3
0
6

　

 

生
活
環
境
課
☎
（55）
7
7
5
4

栃木ケーブルテレビで市長通信を放映しています。

年
末
年
始
等
の「
住
民
票
の
写
し
・

印
鑑
登
録
証
明
書
」
の
取
得
は
、

自
動
交
付
機
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

  

控
除
証
明
書
」は
年
末
調
整
・
確
定

  

申
告
ま
で
大
切
に
保
管
を

特
定
健
康
診
査
・
健
康
診
査
を

受
け
ま
し
ょ
う

歌麿を生かしたまちづくり

　

特
定
健
康
診
査
（
国
民
健
康

保
険
加
入
者
）、
健
康
診
査
（
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
）

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
生
活
習

慣
病
の
発
症
を
防
ぐ
た
め
に
も
、

毎
年
受
診
し
て
生
活
習
慣
を
改

善
し
ま
し
ょ
う
。
今
年
度
は
平

成
27
年
1
月
31
日
ま
で
で
す
の

で
、
ま
だ
受
診
を
し
て
い
な
い

方
は
ぜ
ひ
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　

集
団
健
診
を
受
け
る
場
合

は
、　

 

健
康
増
進
課
ま
た
は
各

総
合
支
所
健
康
福
祉
課
に
問
合

せ
く
だ
さ
い
。
個
人
健
診
を
希

望
す
る
場
合
は
、
指
定
の
医
療

機
関
に
直
接
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

受
診
券
が
お
手
元
に
な
い
場

合
は
、
再
度
送
付
し
ま
す
。
問

合
先
に
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得

税
及
び
住
民
税
の
申
告
に
お
い

て
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
と
な
り
ま
す
。
そ
の
年
の

1
月
1
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で

に
納
付
し
た
保
険
料
が
対
象
で

す
。
こ
の
控
除
を
受
け
る
た
め

に
は
、
納
付
し
た
こ
と
を
証
明

す
る
書
類
の
添
付
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
26
年
1
月
1
日
か
ら
9

月
30
日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
し
た
方
に
は
、

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）控
除
証
明
書
」が
11
月
上
旬

に
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
平
成
26
年
10

月
1
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の

間
に
今
年
初
め
て
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
は
、

平
成
27
年
2
月
上
旬
に
送
付
さ

れ
ま
す
。
年
末
調
整
や
確
定
申

告
の
際
に
は
必
ず
こ
の
証
明
書

（
又
は
領
収
証
書
）
を
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
家
族
の
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
し
た
場
合
も
、
本

人
の
社
会
保
険
料
控
除
に
加
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
家

族
あ
て
に
送
ら
れ
た
控
除
証
明

書
を
添
付
の
う
え
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

◆
問
合
先

日
本
年
金
機
構

控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
0
5
7
0-

0
7
0-

1
1
7

（
8
時
30
分
〜
16
時
30
分
）

28
日（
日
）　

受
入
れ
し
ま
せ
ん

29
日
（
月
）　

通
常
ど
お
り
（
8

時
30
分
〜
16
時
30
分
）

30
日
（
火
）　

通
常
ど
お
り
（
8

時
30
分
〜
16
時
30
分
）

31
日
（
水
）　

午
前
中
の
み
受
入

れ（
8
時
30
分
〜
12
時
）

１
月
１
日
（
木
）〜
４
日
（
日
）

受
入
れ
し
ま
せ
ん
。

5
日
（
月
）　

通
常
ど
お
り
（
8

時
30
分
〜
16
時
30
分
）

◆
問
合
先

と
ち
ぎ
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ

　
　
　
　
　
　

 

☎
（31）
2
4
4
6

本大藤都西岩

【
特
定
健
康
診
査
】

　

生
活
習
慣
病
の
前
段
階
で
あ

る
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー

ム
を
発
見
す
る
た
め
の
検
査

で
、
該
当
者
と
予
備
群
と
な
る

方
を
早
期
に
発
見
し
、
生
活
習

慣
改
善
の
た
め
の
指
導
（
特
定

保
健
指
導
）
を
行
う
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

◆
対
象　

40
歳
以
上
75
歳
未
満

の
方
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者

【
後
期
高
齢
者
医
療
健
康
診
査
】

　

後
期
高
齢
者
の
健
康
の
保
持
・

増
進
の
た
め
に
生
活
習
慣
病
や

予
備
軍
を
早
期
に
発
見
し
、
早

期
治
療
や
予
防
に
つ
な
げ
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

◆
対
象　

後
期
高
齢
者
医
療
制

度
加
入
者

※

受
診
の
際
は
受
診
券
が
必
要

に
な
り
ま
す
の
で
、
有
効
期
限

を
確
認
の
上
、
大
切
に
保
管
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
受
付
の

際
に
は
、
必
ず
受
診
券
と
被
保

険
者
証
を
掲
示
し
て
く
だ
さ
い
。

※

健
診
の
受
診
に
つ
き
ま
し
て

は
、
集
団
健
診
ま
た
は
個
別
健

診
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
の
受

診
で
す
。
受
診
券
は
１
回
の
み

使
用
と
な
り
ま
す
。

◆
問
合
先　

○
け
ん
し
ん
パ
ス
ポ
ー
ト
に
関

す
る
こ
と

　

 

健
康
増
進
課
☎
（25）
3
5
1
1

○
受
診
券
に
関
す
る
こ
と

　

 

保
険
医
療
課

　

☎
（21）
2
1
3
1（
国
保
の
方
）

　

☎
（21）
2
1
3
6　

　
　
（
後
期
高
齢
者
医
療
の
方
）

　

 

生
活
環
境
課
☎
（43）
9
2
1
6

　

 

生
活
環
境
課
☎
（62）
0
9
0
3

　

 

生
活
環
境
課
☎
（29）
1
1
0
2

　

 

生
活
環
境
課
☎
（92）
0
3
0
7

　

 

生
活
環
境
課
☎
（55）
7
7
5
4

○
受
診
方
法
・
予
約
に
関
す
る
こ
と

　

 

健
康
増
進
課
☎
（25）
3
5
1
1

　

 

健
康
福
祉
課
☎
（45）
1
7
8
8

　

 

健
康
福
祉
課
☎
（62）
0
9
0
4

　

 

健
康
福
祉
課
☎
（29）
1
1
0
3

　

 

健
康
福
祉
課
☎
（92）
0
3
1
1

　

 

健
康
福
祉
課
☎
（55）
7
7
5
9

本

本大藤都西岩本大藤都西岩

年
末
年
始
の
ご
み
・
し
尿
の

収
集
、
受
け
入
れ

年
末
年
始
の
斎
場
業
務
の

お
知
ら
せ

本

本

　

12
月
30
日（
火
）ま
で
業
務
を

行
い
、
31
日（
水
）・
１
月
１
日

（
木
）・
2
日（
金
）は
休
み
で
す
。

◆
問
合
先

　

 

環　

境　

課
☎
（21）
2
1
4
3

860円～3240円

栃木市富士見町2-4
栃木駅より徒歩6分

☆お赤飯弁当・五目寿司弁当・オードブルも承ります
☆職場のランチに、お集まりに…ご予算等ご相談下さい

の手づくり
2015年

おせち料理
ご予約受け付け中　セット数限定につきお早めにどうぞ

毎年大好評 新春の食卓を安心・安全の食材で・・・
伝統の味と新感覚おせち料理をお楽しみください
三段重 （21cm×21cm） 22,500円 （税込）
二段重 （　　 〃　　 ） 18,300円 （ 〃 ）
12月4日までのご予約は…早割料金でお得にどうぞ！


